
社 協 だ よ り 令和２年９月 第２１４号 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
対象者：概ね６５歳以上の高齢者及び障がい者で、 

食事の調理が困難な方等 

 

実 施：夕食とし、月曜日から土曜日までの希望する日 

（祝日も実施します） 

 

利用料：一食５００円 

（給食配達時に納めていただきます） 
 

 

 

利用希望される方は、 

社会福祉協議会までお申込み下さい。 
 

                                     
 

 

 

社会福祉協議会の会費納入につきましては、町民の皆様にご協力をいただいてい

ることに対し深く感謝申し上げます。 

皆様からいただいた会費につきましては、給食サービス事業や訪問サービス事業、

ボランティア育成事業等、様々な社会福祉事業に役立てられております。 

社会福祉協議会では、子供から高齢者まで安心して暮らせるよう、町民皆様のご理

解を得て、一人でも多くの方々に社協会員になっていただき、社会福祉事業の推進

を図ってまいりますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

社協会費は、個人会員一口１，０００円、特別会員一口３，０００円とさせていた

だきますので、重ねてよろしくお願いします。 

                              

 

 
 社会福祉協議会では、在宅支援として福祉用具貸出事業を実施しております。 

 貸し出しをする福祉用具については、電動ベッド・簡易ベッド・車椅子・歩行器・

シルバーカーです。利用料は無料です。 
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社会福祉法人　寿都町社会福祉協議会
〒048-0401
寿都郡寿都町字新栄町166番地8
電　話　0136-75-7666
ＦＡＸ　0136-75-7878


